
 

委 託 契 約 書  （案）  
 

委 託 業 務 名  広島市立広島市民病院臨床特殊検査業務（単価契約）  

履 行 場 所  

１ 広島市中区基町７番３３号  

広島市立広島市民病院  

２ 広島市安佐南区伴南一丁目３９番１号  

広島市立リハビリテーション病院  

契 約 期 間  

履 行 期 間  

契約締結の日から令和１１年３月３１日まで  

令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

委託契約金額  別紙記載単価のとおり  

支 払 方 法 等  広島市立病院機構委託契約約款のとおり。  

契 約 保 証 金    

そ の 他 の  

契 約 事 項  
広島市立病院機構委託契約約款のとおり。  

特 約 条 項  

１ 契約保証金、違約金等の算定基礎となる契約金額予定総額は、

金        円（うち取引に係る消費税及び地方消費税相

当額 金       円）とする。  

２ 契約締結の日から令和７年３月３１日までの間を業務開始に向け

た準備期間とし、その際の費用については受注者の負担とする。 

適用除外事項   なし  

管 轄 裁 判 所  広島地方裁判所  

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ

いて、別添の広島市立病院機構委託契約約款によって公正な委託契約を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行するものとする。  

この契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通

を保有する。  

 

 令和○○年○○月○○日 

 

          発注者  広島市中区基町７番３３号 

               地方独立行政法人広島市立病院機構  

               理事長   竹 内  功 

 

          受注者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 項目コード 項目名 単価（税込）
うち消費税及び
地方消費税相当額

1 成長ﾎﾙﾓﾝ(GH)

2 IGF-Ⅰ (ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝC)

3 黄体形成ﾎﾙﾓﾝ(LH)

4 ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ

5 抗利尿ﾎﾙﾓﾝ(AVP)

6 ﾄﾘﾖ-ﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ (T3)

7 ｻｲﾛｷｼﾝ(T4)

8 TBG定量

9 ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

10 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体

11 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体

12 TSH刺激性ﾚｾﾌﾟﾀ-抗体 (TSAB)

13 ﾎ-ﾙPTH

14 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白

15 ｶﾙｼﾄﾆﾝ

16 ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画

17 尿中ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画

18 VMA

19 尿中VMA

20 HVA

21 尿中HVA

22 ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ総(尿)

23 ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ2分画

24 5-HIAA

25 尿中5-HIAA

26 血中11-OHCS

27 尿中ｺﾙﾁｿﾞ-ﾙ

28 ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ

29 尿中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ

30 DHEA‐S

31 ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ

32 ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ

33 絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ(HCG)

34 血中遊離HCG-β

35 ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(IRG)

36 ｶﾞｽﾄﾘﾝ

37 HANP

38 BNP

39 ﾚﾆﾝ活性(PRA)

40 ﾚﾆﾝ定量(活性型)

41 ｻｲｸﾘﾂｸAMP

42 肝細胞増殖因子 (HGF)

43 ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ

44 血清抗P53抗体

45 DUPAN-2

46 SPAN-1

47 NCC-ST-439

48 ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX)

49 CA72-4

別表（契約単価）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ｼｱﾘﾙTN抗原 (STN)

51 NSE (神経特異ｴﾉﾗ-ｾﾞ)

52 塩基性ﾌｴﾄﾌﾟﾛﾃｲﾝ(BFP)

53 5-S-ｼｽﾃｲﾆﾙﾄﾞ-ﾊﾟ (5-S-CD)

54 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ (CF)

55 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 7型 (NT)

56 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 11型 (NT)

57 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 21型 (NT)

58 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ A型 (HI)

59 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ B型 (HI)

60 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 1型 (HI)

61 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 2型 (HI)

62 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 3型 (HI)

63 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 1型 (NT)

64 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 3型 (NT)

65 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 4型 (NT)

66 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 6型 (NT)

67 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 9型 (NT)

68 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 11型 (NT)

69 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 22型 (NT)

70 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群2型 (NT)

71 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群3型 (NT)

72 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群4型 (NT)

73 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群6型 (NT)

74 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群9型 (NT)

75 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群10型 (NT)

76 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群16型 (NT)

77 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群1型 (NT)

78 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群1型 (CF)

79 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群2型 (NT)

80 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群2型 (CF)

81 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群3型 (NT)

82 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群3型 (CF)

83 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群4型 (NT)

84 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群4型 (CF)

85 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群5型 (NT)

86 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群5型 (CF)

87 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群6型 (NT)

88 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ B群6型 (CF)

89 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA)

90 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA)

91 麻疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA)

92 麻疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA)

93 麻疹ｳｲﾙｽ (NT)

94 風疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA)

95 風疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA)

96 ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞ ｳｲﾙｽB19 IGM (EIA)

97 ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞ ｳｲﾙｽB19 IGG (EIA)

98 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGM(EIA)

99 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGG(EIA)

100 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽ(CF)

101 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA)

103 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ 1型 (NT)

104 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ 2型 (NT)

105 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ (CF)

106 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM (EIA)

107 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG (EIA)

108 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ (CF)

109 EBｳｲﾙｽ 抗EA IGG (EIA)

110 EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (EIA)

111 EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (EIA)

112 EBｳｲﾙｽ 抗EBNA IGG (EIA)

113 EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IGG (FA)

114 EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGM (FA)

115 EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGG (FA)

116 EBｳｲﾙｽ 抗EBNA (FA)

117 EBｳｲﾙｽ 抗VCA IGA (FA)

118 EBｳｲﾙｽ 抗EA-DR IGA (FA)

119 水痘・帯状疱疹ｳｲﾙｽDNA 定性

120 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽDNA定量

121 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽDNA 定性

122 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 特異抗原(FA)

123 ﾋﾄﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ6型DNA 定性

124 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽDNA定量

125 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽDNA 定性

126 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原C10,C11

127 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP

128 HPVｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ判定

129 HTLV-ⅠﾌﾟﾛｳｲﾙｽDNA (ｸﾛﾅﾘﾃｲ)

130 HIV-1抗体 (WB)

131 HIV-2抗体 (WB)

132 HA抗体

133 IGM-HA抗体

134 IGM-HBC抗体

135 HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA)

136 HBCRAG

137 HCV抗体(第3世代)

138 HCV群別(ｸﾞﾙ-ﾋﾟﾝｸﾞ)

139 HCV抗原(ｺｱ蛋白質)

140 HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR)

141 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｷﾞﾘｱﾑ IGG (FA)

142 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｷﾞﾘｱﾑ IGM (FA)

143 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｶﾄ- IGG (FA)

144 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｶﾄ- IGM (FA)

145 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｶ-ﾌﾟ IGG (FA)

146 ﾂﾂｶﾞﾑｼ ｶ-ﾌﾟ IGM (FA)

147 ｵ-ﾑ病ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱｼﾂﾀｼ)

148 ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGG

149 ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGA

150 ｸﾗﾐﾄﾞﾌｲﾗ(ｸﾗﾐｼﾞｱ)ﾆﾕ-ﾓﾆｴ IGM

151 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏﾆﾕ-ﾓﾆｴDNA(LAMP)

152 淋菌 ｸﾗﾐｼﾞｱﾄﾗｺﾏﾁｽ同時同定

153 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽDNA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 淋菌DNA

155 結核菌特異的IFN-γ ELISPOT

156 P.ｶﾘﾆ(P.JIROVECII)DNA(PCR)

157 寒冷凝集反応

158 抗ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾘｼﾞﾝ-O 抗体(ASO)

159 便中ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ-ﾋﾟﾛﾘ抗原

160 抗H.ﾋﾟﾛﾘIGG抗体(EIA)

161 ｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝ定量

162 ｶﾝｼﾞﾀﾞ抗原(LA)

163 ﾄﾘｺｽﾎﾟﾛﾝ・ｱｻﾋ抗体

164 ｸﾘﾌﾟﾄｺﾂｸｽ ﾈｵﾌｵﾙﾏﾝｽ抗原

165 ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原

166 ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗体

167 百日咳抗体(EIA)

168 ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IGG抗体

169 ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ IGM抗体

170 梅毒定量 RPR法

171 梅毒定量 TPHA

172 抗ｼﾄﾙﾘﾝ化ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(CCP)抗体

173 抗ｶﾞﾗｸﾄ-ｽ欠損IGG抗体

174 IGG型ﾘｳﾏﾁ因子

175 抗核抗体(ANA)FA

176 抗DNA抗体(RIA)

177 抗SS-DNA IGG抗体 (ELISA)

178 抗DS-DNA IGG抗体 (ELISA)

179 ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(DRVVT)

180 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ・β2GPⅠ抗体

181 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ抗体 (IGG)

182 抗RNP抗体

183 抗SM抗体

184 抗SS-A/RO抗体

185 抗SS-B/LA抗体

186 抗SCL-70抗体

187 抗RNAﾎﾟﾘﾒﾗ-ｾﾞⅢ抗体

188 抗ARS抗体

189 抗JO-1抗体

190 抗MDA5抗体

191 抗ｾﾝﾄﾛﾒｱ抗体 (ELISA)

192 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ抗体

193 抗LKM-1抗体

194 抗平滑筋抗体

195 PR3-ANCA

196 MPO-ANCA

197 抗GBM抗体

198 免疫複合体 (ﾓﾉｸﾛ-ﾅﾙRF)

199 抗胃壁細胞抗体

200 抗内因子抗体

201 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ1抗体

202 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ3抗体

203 抗BP180抗体

204 抗血小板抗体

205 PAIGG (血小板関連IGG)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 HIT抗体

207 抗ｱｾﾁﾙｺﾘﾝﾚｾﾌﾟﾀ-抗体

208 抗筋特異的ﾁﾛｼﾝｷﾅ-ｾﾞ抗体

209 免疫電気泳動(抗ﾋﾄ全血清)

210 免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ遊離L鎖κ/λ比

211 IGG

212 IGA

213 IGM

214 ｸﾘｵｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ定性

215 C1ｲﾝｱｸﾁﾍﾞ-ﾀ-活性

216 α1-ﾏｲｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

217 α1ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ

218 ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ

219 ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ

220 ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ

221 尿中ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ

222 尿中ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ(ｸﾚｱﾁﾆﾝ換算値)

223 ｼｽﾀﾁﾝ C

224 ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ

225 M2BPGI

226 Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ

227 Ⅳ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ・7S

228 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝD(SP-D)

229 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝA(SP-A)

230 NTX

231 ﾃﾞｵｷｼﾋﾟﾘｼﾞﾉﾘﾝ

232 ⅠCTP

233 IGE(非特異的IGE)

234 特異的IGE(MAST 36 ｱﾚﾙｹﾞﾝ)

235 特異的IGE(C-PAC16)小児用

236 特異的IGE(C-PAC16)皮膚炎用

237 特異的IGE(C-PAC16)鼻炎喘息

238 特異的IGE(C-PAC5)除去食用

239 TARC(TH2ｹﾓｶｲﾝ)

240 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ定量

241 ﾘﾊﾟ-ｾﾞ

242 ｱﾐﾗ-ｾﾞｱｲｿｻﾞｲﾑ

243 ﾄﾘﾌﾟｼﾝ

244 ｴﾗｽﾀ-ｾﾞ1

245 ﾘｿﾞﾁ-ﾑ

246 CPKｱｲｿｻﾞｲﾑ

247 ｱﾙﾄﾞﾗ-ｾﾞ

248 LDHｱｲｿｻﾞｲﾑ

249 骨型ｱﾙｶﾘ ﾌｵｽﾌｱﾀ-ｾﾞ(BAP)

250 ALPｱｲｿｻﾞｲﾑ

251 ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE)

252 ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅ-ｾﾞ (ADA)

253 ｸﾚｱﾁﾝ

254 尿酸(UA)

255 血中ｱﾐﾉ酸分析(39種類)

256 ｱﾐﾉ酸分析 9種類(LC/MS)

257 総ﾎﾓｼｽﾃｲﾝ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 1,5AG

259 ﾋｱﾙﾛﾝ酸

260 胸水中ﾋｱﾙﾛﾝ酸

261 乳酸

262 ﾋﾟﾙﾋﾞﾝ酸

263 有機酸ｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ検査

264 ﾘﾝ脂質

265 ﾚﾑﾅﾝﾄ様ﾘﾎﾟ蛋白(RLP)ｺﾚｽﾃﾛ-ﾙ

266 極長鎖脂肪酸

267 総胆汁酸

268 ﾘﾎﾟ蛋白分画

269 ｺﾚｽﾃﾛ-ﾙ分画

270 ﾘﾎﾟﾌﾟﾛﾃｲﾝ(A)

271 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅰ

272 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅱ

273 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 B

274 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 E

275 ﾋﾞﾀﾐﾝB1

276 ﾋﾞﾀﾐﾝB2

277 ﾋﾞﾀﾐﾝB6

278 ﾋﾞﾀﾐﾝC (ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸)

279 1,25-(OH)2ﾋﾞﾀﾐﾝD

280 ﾋﾞﾀﾐﾝE

281 葉酸

282 ｶﾙﾆﾁﾝ分画

283 P(無機ﾘﾝ)

284 総鉄結合能(TIBC)

285 不飽和鉄結合能(UIBC)

286 CU(銅)

287 CU(尿中銅)

288 δ-ｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸 (δALA)

289 血中鉛(PB)

290 ﾏﾝｶﾞﾝ

291 結石分析(成分比率)

292 ｴﾀﾉ-ﾙ

293 ﾈｵﾌﾟﾃﾘﾝ

294 TRACP-5B

295 ﾃﾞｵｷｼﾋﾟﾘｼﾞﾉﾘﾝ(骨粗鬆症)

296 TOTAL P1NP

297 β-ﾄﾛﾝﾎﾞｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ (β-TG)

298 血小板第4因子(PF-4)

299 凝固活性 第Ⅱ因子(F2)

300 凝固活性 第Ⅴ因子(F5)

301 凝固活性 第Ⅶ因子(F7)

302 凝固活性 第Ⅷ因子(F8)

303 凝固活性 第Ⅸ因子(F9)

304 凝固活性 第Ⅹ因子(F10)

305 凝固活性 第ⅩⅠ因子(F11)

306 凝固活性 第ⅩⅡ因子(F12)

307 凝固活性 第ⅩⅢ因子(F13)

308 凝固抑制 第Ⅷ(8)因子

309 凝固抑制 第Ⅸ(9)因子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子抗原定量

311 ﾌｵﾝ・ｳｲﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ因子活性

312 ﾌﾟﾗｽﾐﾉ-ｹﾞﾝ

313 ｱﾝﾁﾌﾟﾗｽﾐﾝ

314 ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ(活性)

315 可溶性ﾌｲﾌﾞﾘﾝﾓﾉﾏ-複合体SFMC

316 ﾌｲﾌﾞﾘﾝﾓﾉﾏ-複合体定量

317 α2PIﾌﾟﾗｽﾐﾝ複合体(PIC)

318 ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄF1+2

319 ﾌﾟﾛﾃｲﾝC(抗原量)

320 ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性

321 ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾄ-ﾀﾙ)

322 ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性

323 ﾌﾟﾛﾃｲﾝS抗原量(ﾌﾘ-)

324 ﾄ-ﾀﾙPAI-1(TPA PAI-1複合体)

325 ﾄﾛﾝﾎﾞﾓｼﾞﾕﾘﾝ

326 ﾌﾟﾘﾐﾄﾞﾝ

327 ｴﾄｽｸｼﾐﾄﾞ

328 ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ

329 ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ

330 ｸﾛﾊﾞｻﾞﾑ

331 ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ

332 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ

333 ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝﾁﾝ

334 ﾄﾋﾟﾗﾏ-ﾄ

335 ﾘﾁｳﾑ

336 ｼﾞｺﾞｷｼﾝ

337 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ

338 ﾒｷｼﾚﾁﾝ

339 ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ

340 ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝ

341 ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ

342 ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ

343 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ

344 ﾍﾞﾌﾟﾘｼﾞﾙ

345 ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ

346 ｱﾐｶｼﾝ

347 ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ

348 ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞ-ﾙ

349 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｴﾝ

350 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ

351 IGA-HEV抗体(定性)

352 先天異常染色体 G-BANDING

353 18染色体 (FISH)

354 21染色体 (FISH)

355 染色体SKY(先天異常) (FISH)

356 5染色体 (ｿﾄｽ症候群)

357 7染色体 (ｳｲﾘｱﾑｽ症候群)FISH

358 15染色体 (ﾌﾟﾗﾀﾞ-ｳｲﾘ症候群)

359 17染色体 (ﾐﾗ-ﾃﾞｲｶ-症候群)

360 22染色体 (22Q11欠失)(FISH)

361 Y染色体(SRY) (FISH)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 好中球BCR-ABL1 T(9；22)(F)

363 BCR-ABL1 T(9；22)転座 FISH

364 TP53 DEL(17)短腕欠失(FISH)

365 FIP1L1-PDGFRA 4Q12欠失FISH

366 IGH-CCND1 T(11；14)FISH

367 IGH-BCL2 T(14；18)転座FISH

368 IGH-FGFR3 T(4；14)転座FISH

369 MYC 8Q24転座

370 BIRC3-MALT1 T(11；18)FISH

371 MINOR BCR-ABL1 MRNA定量

372 WT1 MRNA定量

373 BRAF V600変異解析(PCR)

374 EGFR変異解析 V2.0

375 ｼﾞｽﾄﾛﾌｲﾝDNA

376 HTT遺伝子CAG反復配列解析

377 AR遺伝子CAG反復配列解析

378 福山型筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｲ-DNA挿入

379 UGT1A1遺伝子多型解析

380 HLA-A,B(血清対応型ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ)

381 HLA-DR(血清対応型ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ)

382 HLA-B (DNAﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ)

383 B細胞表面免疫 ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ IGG

384 B細胞表面免疫 ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ IGA

385 B細胞表面免疫 ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ IGM

386 B細胞表面免疫 ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ IGD

387 TWO-COLOR CD4/CD8

388 高感度PNH型血球検査

389 CD38ﾏﾙﾁ解析

390 7AAD解析

391 PHAによるﾘﾝﾊﾟ球幼若化検査

392 DLST

393 肺癌ALKﾀﾝﾊﾟｸ(高感度IHC)

394 HER2遺伝子(FISH)

395 胃癌HER2遺伝子(FISH)

396 IL-6(ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-6)

397 IL-10(ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-10)

398 ﾐｴﾘﾝ塩基性蛋白 (MBP)

399 ﾘﾝ酸化ﾀｳ蛋白

400 ﾀｳ蛋白

401 抗好中球抗体

402 ﾐｴﾘﾝ随伴性糖蛋白 自己抗体

403 TSST-1産生

404 抗酸菌感受性(4薬剤以上)

405 抗酸菌感受性(MIC)

406 ﾄﾛﾝﾎﾞﾎﾟｴﾁﾝ

407 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽDNA定量

408 尿素呼気試験(U)IR法

409 抗ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ M2抗体

410 ｸﾘﾌﾟﾄｺﾂｸｽ ﾈｵﾌｵﾙﾏﾝｽ抗原定量

411 ｵｽﾃｵｶﾙｼﾝ

412 ｾﾚﾝ

413 ﾌﾘ-ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ(RIA)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414 IGH再構成(PCR)

415 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｨｽIgG.IgA

416 TRB再構成(PCR)

417 TRG再構成(PCR)

418 抗GM1 IGG抗体

419 抗GQ1B IGG抗体

420 ｲﾝｽﾘﾝ抗体

421 梅毒定性 TP抗体(LA)

422 蛋白分画

423 MAJORBCR-ABL1MRNA(IS)

424 抗GAD抗体(ELISA)

425 ﾙ-ﾌﾟｽｱﾝﾁｺｱｸﾞﾗﾝﾄ(PL中和)

426 抗ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ抗体

427 FTA‐ABS IGM

428 ｺﾚｽﾀﾉ-ﾙ

429 尿中ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ

430 好中球殺菌能

431 好中球貪食能

432 寄生虫抗体ｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ

433 DMｷﾅ-ｾﾞ DNA ｻｻﾞﾝ

434 総分岐鎖ｱﾐﾉ酸/ﾁﾛｼﾝ比(BTR)

435 LLA CD45 Tｾﾂﾄ

436 LLA CD45 Bｾﾂﾄ

437 LLA CD45 Mｾﾂﾄ

438 VEGF

439 流産組織染色体

440 抗ﾘﾎﾞｿﾞ-ﾑP抗体

441 VMA(尿)CRE

442 HVA(尿)CRE

443 ｶﾃｺ-ﾙｱﾐﾝ3分画(尿)CRE

444 ｸﾚｱﾁﾆﾝ(換算用)

445 HBV(ﾌﾟﾚｺｱ/ｺｱﾌﾟﾛ)

446 ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏIGG抗体ｱﾋﾞﾃﾞｲﾃｲ

447 ﾊﾞﾙﾄﾈﾗ属抗体

448 水痘.帯状疱疹IGG(EIA)検診

449 風疹ｳｲﾙｽIGG (EIA)検診

450 ﾑﾝﾌﾟｽｳｲﾙｽIGG (EIA)検診

451 麻疹ｳｲﾙｽIGG (EIA)検診

452 ｱﾐﾛｲﾄﾞβ1-40

453 ｱﾐﾛｲﾄﾞβ1-42

454 Ⅱ型ｺﾗ-ｹﾞﾝ抗体

455 抗ｸﾞﾘｱｼﾞﾝ抗体

456 MAC抗体

457 IGH-MAF T(14；16)転座 FISH

458 CMV核酸検出(新生児尿)

459 HBS抗原(HQ)

460 IGG4(LA)

461 RAS・BRAF遺伝子変異解析

462 MSI検査(FFPE)

463 ROS1融合遺伝子定性 (FFPE)

464 ROS1融合遺伝子定性

465 尿中免疫電気泳動



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466 EGFR変異解析 V2.0(血漿)

467 抗MI-2抗体

468 抗TIF1-γ抗体

469 ﾗｺｻﾐﾄﾞ

470 FCM白血病ﾘﾝﾊﾟ腫解析

471 FCM悪性ﾘﾝﾊﾟ腫解析検査

472 肺癌ｵﾝｺﾏｲﾝ7CDx(46)FFPE

473 ﾊﾙｶﾞﾔ

474 ｷﾞﾖｳｷﾞｼﾊﾞ

475 ｶﾓｶﾞﾔ

476 ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ

477 ﾌﾞﾀｸｻ

478 ﾖﾓｷﾞ

479 ﾌﾗﾝｽｷﾞｸ

480 ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ

481 ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ

482 ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ

483 ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ

484 ﾑｺ-ﾙ

485 ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱ

486 ｶｴﾃﾞ(属)

487 ﾊﾝﾉｷ(属)

488 ｼﾗｶﾝﾊﾞ(属)

489 ﾈｺのﾌｹ

490 ﾔｹﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ1)

491 ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ2)

492 ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1

493 ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2

494 牛乳

495 卵白

496 ﾀﾗ

497 ﾋﾟ-ﾅﾂﾂ

498 ｱ-ﾓﾝﾄﾞ

499 大豆

500 ｶﾝｼﾞﾀﾞ

501 ｶﾆ

502 ｴﾋﾞ

503 ｽｷﾞ

504 尿中ｱﾐﾉ酸分析(41種類)

505 小麦

506 大麦

507 ｴﾝﾄﾞｳ

508 ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅﾂﾂ

509 ｲﾇのﾌｹ

510 ﾐﾂﾊﾞﾁ

511 ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ

512 ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ

513 ｺﾞｷﾌﾞﾘ

514 米

515 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ (CF)

516 日本脳炎ｳｲﾙｽ (CF)

517 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群9型 (CF)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 ﾏﾂ(属)

519 ｲﾝｹﾞﾝ

520 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ (HI)

521 風疹ｳｲﾙｽ (HI)

522 ｷﾆｼﾞﾝ

523 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ ﾆﾕ-ﾓﾆｴ (CF)

524 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ ﾆﾕ-ﾓﾆｴ (PA)

525 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGG(EIA)

526 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGA(EIA)

527 NK細胞活性

528 ﾄﾏﾄ

529 ﾆﾝｼﾞﾝ

530 ｵﾚﾝｼﾞ

531 ﾏｸﾞﾛ

532 豚肉

533 ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ

534 ｺｺﾅﾂﾂ

535 ｲﾁｺﾞ

536 ｻｹ

537 ｺﾞﾏ

538 ｿﾊﾞ

539 ﾆﾝﾆｸ

540 ﾀﾏﾈｷﾞ

541 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 7型 (NT)

542 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 13型 (NT)

543 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 1型 (NT)

544 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 2型 (NT)

545 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 3型 (NT)

546 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 4型 (NT)

547 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 5型 (NT)

548 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 6型 (NT)

549 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 19型 (NT)

550 ｴｺ- ｳｲﾙｽ 30型 (NT)

551 ｻﾊﾞ

552 ｻﾘﾁﾙ酸

553 ｱｼﾞ

554 ﾆｺﾁﾝ酸(ﾅｲｱｼﾝ)

555 虫卵(塗抹)

556 血液疾患G-BANDその他ﾘﾝﾊﾟ性

557 TARGET TEST CDXｼｽﾃﾑ(FFPE)

558 ｱｶｼｱ(属)

559 ﾆﾜﾄﾘ羽毛

560 ﾔﾌﾞｶ(属)

561 牛肉

562 ﾘﾝｺﾞ

563 卵黄

564 α-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ

565 β-ﾗｸﾄｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

566 ｶｾﾞｲﾝ

567 ﾛﾌﾞｽﾀ-

568 ﾁ-ｽﾞ

569 鶏肉



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570 ｷｳｲ

571 ﾒﾛﾝ

572 ﾏｽﾀ-ﾄﾞ

573 ｶﾞ

574 ﾋﾉｷ

575 ﾀｹﾉｺ

576 ｻﾂﾏｲﾓ

577 ｲｶ

578 ﾀｺ

579 ｲﾜｼ

580 ﾕｽﾘｶ (成虫)

581 ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ・ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ複合体

582 免疫電気泳動(特異抗血清)

583 ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ

584 ﾋﾄﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ7型DNA 定性

585 JAK2 V617F遺伝子変異解析

586 ﾊﾞﾅﾅ

587 ｾﾞﾗﾁﾝ

588 ｶｶｵ

589 ﾓﾓ

590 ｸﾞﾙﾃﾝ

591 ﾓ-ﾙﾄﾞﾁ-ｽﾞ

592 ﾏﾝｺﾞ

593 洋ﾅｼ

594 ｱﾎﾞｶﾞﾄﾞ

595 ｸﾞﾚ-ﾌﾟﾌﾙ-ﾂ

596 ﾎｳﾚﾝｿｳ

597 ｶﾎﾞﾁﾔ

598 ﾗﾃﾂｸｽ

599 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝA

600 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝB

601 ﾚﾌﾟﾁﾝ

602 ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ

603 ﾋﾄﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ8型DNA定量

604 HCV RNA ｺｱｼﾞｴﾉﾀｲﾌﾟ

605 BCL6 3Q27転座(FISH)

606 HCV抗体(ﾙﾐﾊﾟﾙｽ)

607 ADAMTS13-活性

608 ADAMTS-13ｲﾝﾋﾋﾞﾀ-

609 EBｳｲﾙｽ核酸定量(WBC)

610 TWO-COLOR HLA-DR/CD4

611 TWO-COLOR HLA-DR/CD8

612 Nｱｾﾁﾙ-ｸﾞﾙｺｻﾐﾆﾀﾞ-ｾﾞ(NAG)

613 ｾｷｾｲｲﾝｺのﾌﾝ

614 ｾｷｾｲｲﾝｺ羽毛

615 家兎上皮

616 ﾊﾑｽﾀ-上皮

617 ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ 37型 (NT)

618 TNF-α(高感度)

619 25ﾋﾄﾞﾛｷｼﾋﾞﾀﾐﾝD(くる病)

620 HTLV-Ⅰ(ATLV)抗体

621 脂肪酸分画(4成分)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 TWO-COLOR CD4/CD25

623 脂肪酸分画(24成分)

624 膵ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ(ELISA)

625 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｲﾈ科

626 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)雑草

627 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)上皮

628 特異的IGE(ﾏﾙﾁｱﾚﾙｹﾞﾝ)ｶﾋﾞ

629 MPL・CALR遺伝子変異解析

630 NUDT15 CODON 139多型解析

631 抗IA-2抗体(ELISA)

632 TSBAB(TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体阻害型)

633 ｲｸﾗ

634 ﾀﾗｺ

635 ﾎﾀﾃ

636 ｱｻﾘ

637 ｶｷ(貝)

638 MALT1 18Q21転座(FISH)

639 ﾔﾏｲﾓ

640 ｸﾙﾐ

641 ｽｲｶ

642 抗ｱｸｱﾎﾟﾘﾝ4抗体

643 TSHﾚｾﾌﾟﾀ-抗体(第3世代)

644 ω-5ｸﾞﾘｱｼﾞﾝ

645 Y染色体 (FISH)

646 HPV DNA(16型18型 その他HR)

647 亜鉛ﾄﾗﾝｽﾎﾟ-ﾀ-8(ZNT8)抗体

648 ARA H 2(ﾋﾟ-ﾅﾂﾂ由来)

649 便中ｶﾙﾌﾟﾛﾃｸﾁﾝ(FEIA)

650 IGG4(LTIA)

651 IGG2(TIA)

652 HBV DNA定量(IU)(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR)

653 HIV-1 RNA定量 ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR

654 IGGｻﾌﾞｸﾗｽ分画(TIA)

655 GLY　M　4(大豆由来)

656 HTLV-1抗体(LIA)

657 ﾒﾗﾉ-ﾏ PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)28-8

658 百日咳菌DNA

659 ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ

660 抗ﾐﾕﾗ-管ﾎﾙﾓﾝ(AMH)

661 便処理前α1ATｸﾘｱﾗﾝｽ

662 D13S319 DEL(13) (FISH)

663 PSA F/T比

664 P-Ⅲ-P(CLIA)

665 EBｳｲﾙｽ核酸定量

666 ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ

667 ﾌｵﾄｸﾞﾗﾌ撮影(M)

668 ﾒﾀﾈﾌﾘﾝ-2分画(尿)CRE

669 菌株依頼

670 白血病ｷﾒﾗｽｸﾘ-ﾆﾝｸﾞ(定量)

671 17染色体(PMP22)遺伝子解析

672 乳癌 PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)SP142

673 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM EIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

674 免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ遊離L鎖 κ/λ比

675 頭頸部PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)22C3

676 JAK2V617F遺伝子変異解析

677 抗酸菌同定(質量分析)

678 凝固活性第9因子(合成基質)

679 凝固活性第8因子(合成基質)

680 抗BP230抗体

681 ｵﾘｺﾞｸﾛ-ﾅﾙﾊﾞﾝﾄﾞ (IEF)

682 ﾘｺ-ﾙ NSE ELISA

683 遊離脂肪酸(NEFA)

684 羊水染色体検査

685 肺癌 PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)22C3

686 ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ抗原量

687 日本脳炎ｳｲﾙｽ(JAGAR株) (HI)

688 ｳｲﾙｽ分離

689 ｳｲﾙｽ同定

690 膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2)

691 亜硝酸/硝酸ｲｵﾝ

692 EBｳｲﾙｽDNA (ｸﾛﾅﾘﾃｲ)

693 腫瘍随伴性ﾚﾁﾉﾊﾟｼ-自己抗体

694 HLA-DQB1 (DNAﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ)

695 CBFB INV(16),T(16；16)FISH

696 頭頸部PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)28-8

697 RUNX1-RUNX1T1 T(8；21)FISH

698 肺癌 PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)28-8

699 ﾍﾟﾝﾄﾗｷｼﾝ3(PTX3)

700 13染色体 (FISH)

701 百日咳抗体 IGA

702 百日咳抗体 IGM

703 ﾋﾄｲﾝﾀ-ﾌｴﾛﾝγ(EIA)

704 IL-1β(ｲﾝﾀ-ﾛｲｷﾝ-1β)

705 ｼ-ｸｴﾝｽ.SSCP-8

706 FCM白血病ﾘﾝﾊﾟ腫解析(PB)

707 FCM悪性ﾘﾝﾊﾟ腫解析検査(PB)

708 IGD

709 電顕病理検査

710 電顕病理 未保点

711 DNA 抽出

712 HTLV-ⅠDNA定量

713 染色標本返却1

714 F1CDX がんｹﾞﾉﾑﾌﾟﾛﾌｱｲﾙ

715 BRCA1/2遺伝子検査(乳癌)

716 BRCA1/2遺伝子検査(卵巣癌)

717 HU自己抗体

718 YO自己抗体

719 白血球中α-ｸﾞﾙｺｼﾀﾞ-ｾﾞ

720 白血球中α-ｶﾞﾗｸﾄｼﾀﾞ-ｾﾞA

721 遺伝子ﾄﾘ-ﾄﾒﾝﾄ3

722 DNA/RNA抽出 ALLPREP(FFPE)

723 RI自己抗体

724 抗ﾌｵｽﾌｱﾁｼﾞﾙｴﾀﾉ-ﾙｱﾐﾝIGG抗体

725 ALLPREP(FFPE)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726 BRCA1/2遺伝子検査(膵癌)

727 BRCA1/2遺伝子検査(前立腺)

728 myChoice診断ｼｽﾃﾑ

729 羊水G-BANDING・FISH

730 BRCA1/2遺伝子検査(HBOC)

731 尿中メチル馬尿酸

732 MAC抗体(抗酸菌抗体定性)

733 抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝIGG抗体

734 抗甲状腺ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞ-ｾﾞ抗体(C)

735 抗ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ抗体(CLEIA)

736 ﾚﾆﾝ活性(PRA)(EIA)

737 ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ(CLEIA)

738 IGF-1(ｿﾏﾄﾒｼﾞﾝC)(ECLIA)

739 ｻｲﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ(CLEIA)

740 肺癌 PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)SP142

741 胃癌PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)28-8

742 KRAS G12C変異解析

743 RAS遺伝子変異解析(BEAMING)

744 HLA-DRB1 (DNAﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ)

745 ｵﾝｺﾏｲﾝ研究用甲状腺癌 FFPE

746 乳癌PD-L1ﾀﾝﾊﾟｸ(IHC)22C3

747 オンコタイプDX
乳がん再発スコアプログラム

748 BRAF V600E遺伝子解析(RSSO)

749 甲状腺癌ｵﾝｺﾏｲﾝ2CDX(46)FFPE

750 肺がんコンパクトパネル（7遺伝子） 研究用
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広島市立病院機構委託契約約款（単価 複数年契約用） 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書等（別添の仕

様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国

の法令を遵守し、この契約（この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。 

２ 受注者は、委託契約書記載の委託業務（以下「委託業務」という。）を契約書記載の履行期間(以下

「履行期間」という。) 内に完了（仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含

む。）し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 

３ この約款に定める承諾、通知、承認、請求、報告、催告及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

５ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとする。 

７ この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法

（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

（委託業務の公共性の認識等） 

第２条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の

注意をもつて、委託業務を行わなければならない。 

（経費等の負担） 

第３条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定

めたものについては、発注者が負担する。 

（権利義務の譲渡制限等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、

あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は

委任することができる。 

３ 受注者は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請

契約等（地方独立行政法人広島市立病院機構競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成３０年７月

３０日施行。以下「指名停止措置要綱」という。）第１条の２第３号に規定する下請契約等をいう。

以下同じ。）の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

⑴ 地方独立行政法人広島市立病院機構物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱

（平成３１年２月１日施行）第６条第１項各号（第３号を除く。）、第６条の２第１項又は第６条の

３第１項若しくは第２項（同要綱第６条の３第１項又は第２項の場合にあっては、同要綱第６条第

１項第１号の規定に相当する部分に限る。）の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の

規定（これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。）により、地方独立行政法人広島
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市立病院機構（以下「本機構」という。）の競争入札参加資格の取消しを受けた者で、本機構の競

争入札に参加することができない期間を経過しないもの 

⑵ 広島市の物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成９年９月１２日施行）

第６条第１項各号（第３号を除く。）、第６条の２第１項又は第６条の３第１項若しくは第２項（同

要綱第６条の３第１項又は第２項の場合にあっては、同要綱第６条第１項第１号の規定に相当する

部分に限る。）の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定（これらに準じ又はその

例によることとされる場合を含む。）により、広島市の競争入札参加資格の取消しを受けた者で、

広島市の競争入札に参加することができない期間を経過しないもの 

⑶ 指名停止措置要綱第２条第１項又は指名停止措置要綱第３条（広島市小規模修繕契約希望者登録

制度実施要領（平成１６年１２月１日施行）第１２条において、これらの規定の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しない

もの 

⑷ 暴力団（広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（昭和６２年１１月１日施行）第２条第１

項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員等（同要綱第２条第２項に規定する暴力団員等

をいう。以下同じ。）、暴力団等経営支配法人等（同要綱第２条第３項に規定する暴力団経営支配法

人等及び同条第４項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。）又は暴力団関係者（同

要綱第２条第５項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）である者 

４ 受注者は、前項第４号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約（業務を

履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約（下請契約等を除く。）をいう。

以下同じ。）において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、

必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、前３項の規定にのっとり、自ら下請負人（下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以

下同じ。）を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請

負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第３項各号のいずれかに該当す

る者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。 

（法令の遵守） 

第５条 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべて

の責任を負うものとする。 

（実施計画書の作成） 

第６条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところ

に従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。 

（従業員） 

第７条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させるものとする。 

２ 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるもの

があるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す

ることができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当

該請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 

（現場責任者） 

第８条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現
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場責任者を選任するものとする。 

⑴ 受注者の従業員の指導監督 

⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾 

⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項 

２ 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現

場責任者に対して行うものとする。 

（臨機の措置） 

第９条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければ

ならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければ

ならない。 

３ 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の

措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、

受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注

者がこれを負担する。 

（検査等） 

第１０条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提

出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。 

２ 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置を採るこ

とを求めることができる。 

（報告義務） 

第１１条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告

しなければならない。 

⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合 

⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合 

２ 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、

発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。 

（実施報告書等） 

第１２条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出し

なければならない。 

２ 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して１０日以内に履行を確認するため

の検査を行うものとする。 

３ 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検

査を受けなければならない。 

（委託契約金額の支払） 

第１３条 受注者は、第１２条第２項又は第３項の検査に合格したときは、当該履行期間に係る委託契

約金額（契約単価に発注数量を乗じて得た額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。））の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して３０日以内に委託契約金額
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を支払うものとする。 

（予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除） 

第１３条の２ 第１３条の規定により発注者が受注者に支払うべき金額について、翌年度以降において

歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は当該契約を変更又は解除す

ることができる。 

２ 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、そ

の損害賠償の責めを負わないものとする。 

（談合行為等の措置） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

 ⑴ 公正取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。) に関して、受注者が私

的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第２条第６項の不当な

取引制限をし、同法第３条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第７条

の２の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。 

 ⑵ この契約に係る入札に関して、受注者（受注者の役員等（広島市発注契約に係る暴力団等排除措

置要綱第２条第８項に規定する役員等をいう。）、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この

項において同じ。）が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６に規定する行為をし、これ

に対する刑が確定したとき。 

 ⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第１号又は前号に掲げる行為をしたことが明白と

なったとき。 

 ⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第１９８条に規定する行為をし、これに対する刑

が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発

注者に請求することはできない。 

３ 受注者は、第１項各号のいずれかに該当するときは、各年度の支払予定総額（消費税及び地方消費

税込み。契約金額が単価となる場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の総額。以下同じ。）の

うち最高となる年度の契約金額予定総額の１０分の２（同項第４号に該当するときは、１０分の１）

に相当する額を、損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除

又は終了の後においても、同様とする。 

４ 第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定

する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求するこ

とができる。 

（発注者の解除権） 

第１４条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における委託業務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であると

きは、この限りでない。 

⑴ 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎてもその業務に着手しないとき。 

⑵ 委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了す

る見込みがないと認められるとき。 

⑶ 正当な理由なく、第１２条第３項の履行がなされないとき。 
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⑷ 第１６条第３項の規定に違反したとき。 

⑸ 前各号又は次項の各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

２ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

 ⑴ 委託業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。 

 ⑵ 第４条第２項から第４項までの規定に違反したとき。 

 ⑶ 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 

 ⑷ 受注者が委託業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 ⑸ 受注者の委託業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が委託業務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

 ⑹ 委託業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 

 ⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が委託業務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 ⑻ 暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者にこの契約より生じる権利又は

義務を譲渡し、又は承継させたとき。 

 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等

又は暴力団関係者であることが判明したとき。 

イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、

暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該

事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。 

ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、

暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関か

らの通報等により判明した場合（イに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該

下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかった

とき。 

３ 受注者は、第１項又は前項第２号から第９号までの規定による契約の解除により損害を受けること

があっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。 

４ 受注者は、第１項又は第２項第２号から第９号までの規定によりこの契約を解除されたときは、委

託契約金額の１０分の１に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな

らない。 

５ 第１項各号又は第２項第２号から第９号までに掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、発注者は、第１項又は第２項の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除後の処理） 

第１５条 受注者は、前２条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した委託

業務の内容を書面をもって発注者に報告しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して１０日以内に検査

を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払うものとする。 

（契約保証金） 

第１６条 契約保証金は、受注者が、この契約に定める義務を履行したときは、返還するものとする。 
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２ 契約保証金には、利息を付けない。 

３ 受注者がこの契約について履行保証保険契約を締結した場合において、当該履行保証保険契約の履

行保証保険期間の終期（以下「保険期間の終期」という。）がこの契約の履行期間の最終日に至らな

いものであるときは、受注者は、当該保険期間の終期の日から起算して７日前の日までに、当該保険

期間の終期の日の翌日から１年間又は複数年間（この契約の残余の履行期間が当該１年間又は複数年

間の中途で到来する場合にあっては、当該残余の履行期間の最終日まで）を新たな期間（以下「新た

な対象期間」という。）とする履行保証保険契約を締結して発注者に提出するか、又は新たな対象期

間に係る契約保証金を発注者に納付するものとする。新たな履行保証保険契約を締結して提出した場

合において、当該履行保証保険契約の保険期間の終期がこの契約の履行期間の最終日に至らないもの

であるときも、同様とする。 

４ 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金（履行保証保険契約に基づき支払われる保険金及

び前項の規定により受注者が納付した契約保証金を含む。）は、第１４条第１項、第１４条の２第１

項又は第２項第２号から第９号までの規定により契約が解除された場合においては発注者に帰属し、

当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約

保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１６条の２ 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等（広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱

第２条第６項に規定する暴力団等をいう。第５項において同じ。）から不当介入を受けた場合は、そ

の旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じな

ければならない。 

３ 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内の業務完了に遅れが生

じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行わなければならない｡ 

４ 受注者は、発注者との委託業務の実施計画に関する協議を行った結果、履行期間内の業務完了に遅

れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとす

る。 

５ 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告すると

ともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

６ 受注者は、前項の被害により履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と

委託業務の実施計画に関する協議を行うものとし、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められ

た場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第１６条の３ 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了すること

ができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することが

できる。 

（発注者による業務の執行） 

第１６条の４ 受注者が、委託業務を履行する見込みがないときその他この契約に定める義務を履行し

ないときは、発注者は、受注者の負担でこれを執行することができる。この場合において、受注者は、

損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。 

（一般的損害） 

第１７条 この契約の履行について生じた損害（次条第１項及び第２項に規定する損害を除く。）につ
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いては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（仕様書等に定めるところにより付された

保険によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第１７条の２ この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償

を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（仕様書等に定めるところにより付された保険に

よりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等（発注者が受注者に貸与し、又は

支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同じ。）の性状その他発注者の責めに帰

すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注

者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知

りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

３ 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受

注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（遅延損害金） 

第１８条 受注者が、その責めに帰すべき理由により委託契約書に定める履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになった場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見

込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴して、履行期間を延長することができる。 

２ 前項の遅延損害金は、延長前の履行期間満了の日から第１２条第２項又は第３項の規定による検査

の合格の日までの日数１日に付き、発注者が委託業務の未履行部分に相応する委託契約金額相当額

（消費税及び地方消費税込み。契約金額が単価となる場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額の

総額）として定める額の１，０００分の１に相当する額とする。 

（相殺） 

第１８条の２ 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が発注者に負う

金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。 

（契約の変更） 

第１９条 発注者は、受注者が請け負った業務を完了するまでは、仕様書等を変更することができる。 

２ 前項の場合において、契約金額、納入期限その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、

発注者受注者協議のうえ定めるものとする。 

３ 発注者は、第１項に定めるもののほか、納入期限、納入場所その他契約に定める条件を、受注者と

協議のうえ変更することができる。 

（守秘義務） 

第２０条 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終

了後及び解除後も、同様とする。 

２ 受注者は、委託業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

（補則） 

第２１条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、これを

定める。 

 

 



別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し､この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当

たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他関係する法令等を遵守し、個人

の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（従事者の監督） 

第３ 受注者は､業務に従事している者に対し､業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し､又は解除

された後においても同様とする。 

（取得の制限） 

第４ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手

段により取得しなければならない。 

（目的外の利用及び提供の制限） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以

外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第６ 受注者は､業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き､第三

者に取り扱わせてはならない。 

（再委託等に当たっての留意事項） 

第７ 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託（二以上の段階にわたる委託を

する場合及び受注者の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する子会社を

いう。）に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。）する場合には、再委託等の相手方に対

し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、受注者

は、発注者が様式を指定する「個人情報の取扱いに関する契約書」（以下「取扱契約書」という。）を

再委託先と締結し、その写しを発注者に提出すること。 

（再委託等に係る連帯責任） 

第８ 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託先と締結した取扱契約書に基づき再委託等の

相手方と連帯してその責任を負うものとする。 

（再委託等の相手方に対する管理及び監督） 

第９ 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保す

るため、再委託等の相手方に対し取扱契約書に基づいて適切な管理及び監督をするとともに、発注者から

求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 

（安全管理措置） 

第１０ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（作業場所以外での業務の禁止等） 

第１１ 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはなら



別記 

ない。また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出しては

ならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第１２ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又

は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。また、発注者から承諾

を得ている場合においても複写の数や複製の数を変更するときには改めて発注者の承諾を得なければなら

ない。 

（資料等の返還等） 

第１３ 受注者は､業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等

をこの契約の終了後又は解除後、直ちに発注者に返還、又は引き渡し、若しくは発注者が指定する者の立

会いのうえで作業場所の資料を削除するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りで

ない。 

（取扱状況の報告及び調査） 

第１４ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理する

ために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 

（事故発生時における報告等） 

第１５ 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及

びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合（再委託等の相手方により発生し、又は

発生したおそれがある場合を含む。）は、直ちに発注者に事案の発生した経緯、想定される被害状況、情報

の管理方法など発注者が必要とする内容を網羅した書面で報告し、発注者の指示に従うものとする。この

契約が終了し､又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受注者は、発注者から立

入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 

（契約解除） 

第１６ 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、こ

の契約を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１７ 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のた

めに生じた経費は、受注者が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 


